
 

 

 

 

   

  
 
 
 
 低公害車導入促進費補助金について 

愛知県では、大気環境の改善を目的として、事業者が事業に使用する目的で低公害車
を導入する場合の経費の一部を補助しています。 

 

 申請期限 
 平成３１年１月１０日（木） （必着） 

 

申請いただける方は？ 
 

◇ 旅客・貨物運送事業者（※1） 

◇ 中小企業等の事業者（※２） 

◇ 自動車リース事業者（※３） 

※1 旅客・貨物運送事業者：営業用車両の CNG トラック、優良ハイブリッドトラックを導入する場合、愛知県トラック協会会員以外の方が対象です 

※2 中小企業等の事業者：以下のいずれかに該当する方 
・「中小企業信用保険法」に規定する会社若しくは個人 

資本金 3 億円（小売・サービス業では 5,000 万円、卸売業では 1 億円）以下の法人 
従業員が 300 人（小売業では 50 人、卸売業・サービス業では 100 人）以下の法人又は個人 

・「中小企業団体の組織に関する法律」、「農業協同組合法」、「水産業共同組合法」で定める各組合 
・「学校教育法」に規定する学校、専修学校又は各種学校を設置する者 
・「児童福祉法」に規定する児童福祉施設を設置する者 
・「社会福祉法」に規定する第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を経営する者 
・「医療法」に規定する病院若しくは診療所、介護老人保健施設又は助産所を設置する者 

※3 自動車リース事業者：旅客・貨物運送事業者（トラック協会会員以外）又は中小企業等の事業者に貸し渡す目的で導入する者 

（個人、大企業（自家用の場合）に貸し渡す目的で導入する場合は補助対象外です） 

 

対象車種及び補助額は？ 
 

対象車種 補助額 

ＣＮＧトラック・バス◎ 通常車両価格との差額の 1/3 以内 

優良ハイブリッドトラック・バス◎ 

（バスについては営業用車両のみ） 
通常車両価格との差額の 1/3 以内 

電気自動車トラック・乗用車 一充電走行距離（km）×1（千円／km）以内 

プラグインハイブリッド自動車 

トラック・乗用車 
２００（千円）以内 

燃料電池自動車◎ 通常車両価格との差額の 1/５以内 

・◎印の対象車種の購入時に下取りがあるときは、補助金が減額される場合があります。 
 ・補助対象事業者１者あたりの申請の限度額は 5,000 千円です。 
 

補助金についての詳細は・・ 

 
 

《申請・お問合せ先》 

〒460-8501 名古屋市中区三の丸３丁目１－２ 

愛知県環境部地球温暖化対策課 自動車環境グループ 

TEL：052－954－6217（ダイヤルイン） 

Web ページアドレス   http://www.pref.aichi.jp/0000051821.html 

低低公公害害車車のの導導入入ををおお考考ええのの事事業業者者ののみみななささままへへ  

～～平平成成３３００年年度度低低公公害害車車導導入入促促進進費費補補助助金金ののごご案案内内～～  

補助金手続きの流れ・ 

注意点については裏面参照 

参考１ 



 

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車の 
自動車税の課税免除について 

 

低公害車導入促進費補助金の手続き等フローについて 
 

申請者 愛知県 
  

 

申請にあたって注意することは？ 
・個人による購入（マイカー使用）は補助対象外です。 
・営業用車両の CNG トラック・バス、優良ハイブリッドトラック・バスの導入につい 

ては、国土交通省の補助金の交付を受けることが必要です。 
・代金支払いがクレジット決済等で、所有権が他者に留保される場合は補助対象になり

ません。 
 

■車両の購入（代金支払）及び車両登録の時期に関する注意 

以下の場合は補助対象となりませんのでご注意ください。 

・補助金の申請前に車両購入（代金の支払い）若しくは車両登録をした場合 

・交付決定前着手申出書を未提出かつ交付決定通知書の受領前に、車両購入（代金の支払

い）若しくは車両登録をした場合 

・交付決定前着手申出書を提出後、受理通知書の受領前に、車両購入（代金の支払い）若し
くは車両登録をした場合 

・平成３１年４月１日以降に車両購入（代金の支払い）若しくは車両登録した場合 
 

 
 
 
 対象となるのは、平成２４年１月１日から平成３１年３月３１日までの間に新車新規

登録を受けた電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車です。 
 新車新規登録を受けた年度の月割分及び翌年度から５年分が全額免除となります。 

 

《自動車税の課税免除についてのお問い合わせ先》 
車検証の登録住所を管轄する県税事務所 

各県税事務所の所管地域及び電話番号については、下記 Web ページを御確認ください  

Web ページアドレス   http://www.pref.aichi.jp/0000049103.html 

補助金交付申請 受付・審査 

受理通知書 
※申請時に交付決定前着手申出書を提出した場合 

（交付決定通知書の受領後） 
車両購入・車両登録 

交付決定通知書 

実績報告書 受付・審査 

額の確定通知書 

補助金支払い 

交付決定前着手申出書 

H3１.5 下旬予定   

額の確定通知書受理 

口座入金 

提出 

提出 

通知 

通知 

通知 

事業完了日から 30 日以内又は H3１.4.1 のうち早い日  

入金 

（受理通知書の受領後） 
車両購入・車両登録 

※申請時に交付決定前着手申出書を提出した場合 

実施状況報告書 
※県が必要と判断した場合のみ提出 

H３0.5.24～H3１.1.１０  


